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１

令和３年６月に地方公務員法が改正され、本県でも令和４年６月議会で、職員の定年に関する条例の一部改正等が行

われ、公布されたことで、令和５年度以降、定年が段階的に引上げられることになります。

その背景には、我が国において少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する中、質の高い行政サービスを維持してい

かなければならないという社会的要請があります。

これからの社会を見通すと、少子高齢化だけでなく、グローバル化、更なる技術革新の進展をはじめ、人々の生活に

影響を及ぼす様々な変化が現れてくると予想されます。変化の激しい社会を生き抜くため、教育には、基礎的・基本的

な力とともに、変化への対応力や主体的に社会に関わる積極性、新たな価値を生み出す創造力などを育むことが求めら

れています。

教育の果たす役割がますます重要になっていく中、これから60歳を迎える皆様にも、これまで培ってきた知識や技術、

経験を最大限発揮するとともに、次の世代にも継承していただくことが必要不可欠です。

定年引上げに伴い、新たに、管理監督職勤務上限年齢制（いわゆる役職定年制）や定年前再任用短時間勤務制、高齢

者部分休業制度など、組織としての活力を維持しつつ、働き方の選択肢を増やすための制度も導入されます。

皆様が安心して60歳以降の働き方を選択することができるよう、制度設計・環境づくりを行わなければならないもの

と認識しています。

60歳以降に適用される任用、給与等に係る情報については、新たに創設される「情報提供・意思確認制度」により、

職員が60歳に達する年度の前年度に、詳しくお知らせするとともに、60歳に達した日の翌年度以降の

勤務の意思も確認します。

本パンフレットは、現時点における、60歳以降に適用される制度に係る情報を提供するものです。

皆様の60歳以降の勤務の意思を決定するための一助としていただければ幸いです。

はじめに

埼玉県マスコット
コバトン＆さいたまっち
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✓定年年齢について
✓定年後の再任用の期間について

Point



定年の段階的引上げ

４

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

60 61歳定年 62歳定年 63歳定年 64歳定年 65歳定年

S37.4.2～S38.4.1
（R4年度末60歳） 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

S38.4.2～S39.4.1
（R4年度末59歳）

59歳 60歳
61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

S39.4.2～S40.4.1
（R4年度末58歳）

58歳 59歳 60歳 61歳
62歳 63歳 64歳 65歳

S40.4.2～S41.4.1
（R4年度末57歳）

57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳
63歳 64歳 65歳

S41.4.2～S42.4.1
（R4年度末56歳）

56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳
64歳 65歳

S42.4.2～S43.4.1
（R4年度末55歳）

55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳
65歳

S43.4.2～S44.4.1
（R4年度末54歳）

54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳
65歳

定年

定年

定年

定年

● 職員の定年が60歳※から65歳まで２年に１歳ずつ段階的に引き上げられ、令和13年度に65歳となります。

※環境整備業務・調理の用務に従事するものについては63歳

● 段階的引上げの期間中、定年から65歳までの間は、現行の再任用と同様の条件で再任用できます（暫定再任用）。

● この期間における、職員の年齢ごとの定年は以下のとおりとなります。

定年

定年

定年

暫定再任用

暫定再任用

暫定再任用

暫定再任用

暫定再任用

令和４年度末年齢が55歳以下の職員は、定年が65歳になります。



５

✓５９歳になる年度に「情報提供・意思確認」があることについて
✓管理監督職（教育局等の副課長級以上、県立学校の校長・副校長・教頭、事務局長・事務局次長・事
務部長、事務長）は、６０歳に達した日の翌年度以降に役職定年することについて
✓任用制度ごとの特徴について
✓短時間勤務を希望する場合、「高齢者部分休業」と「定年前再任用短時間勤務制」の２つの制度
があることについて

✓一度退職して、定年前再任用短時間勤務制を選択すると、翌年度以降、フルタイムや高齢者部分
休業を選択できないことについて

Point



60歳以降の勤務選択の流れ

６

制度の理解

６０歳に達する年度の前年度（＝５９歳に達する年度）に、「情報提供」及び「意思確認」が行われます。
情報提供・・・６０歳に達した日の翌年度以降の任用、給与等について任命権者から情報提供を行います（本パンフレットがこれに該当します）
意思確認・・・６０歳に達した日の翌年度以降の勤務について、その時点での意向を確認します（別途、ご連絡します）

働き方の選択①

６０歳に達する年度以降、年度ごとに、翌年度の働き方を選択します。

（その時点での任用の種類によっては選択できない働き方もあります。【詳しくはP7参照】）
６０歳に達した日の翌年度以降は、管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）により、非管理職
（＝主幹級以下）として勤務します。【詳しくはP10以降参照】

※ 年齢は各年度末の年齢

働き方 制 度 手続き

引き続き定年まで県でフルタイムで働く 定年引上げによる通常の任用 特になし

引き続き定年まで県で働くが、短時間で働く 高齢者部分休業制度 高齢者部分休業の申請※１

退職し、退職手当を受け取った上で、県で短時間で働く※２ 定年前再任用短時間勤務 退職願の提出＋再任用の申込※３

県を退職する ー 退職願の提出

※１ 高齢者部分休業は、公務の運営に支障がない場合に認められますので、希望通りとならないことがあります。
※２ 定年前に退職した場合、定年まで再任用としてフルタイムで勤務する制度はありません。
※３ 再任用は、在職時の勤務成績等に基づく選考を行います。

働き方の選択②（段階的引上げ期間中のみ）

段階的引上げ期間中は、定年後、暫定再任用を選択できます。

暫定再任用を希望する場合は、フルタイム勤務又は短時間勤務を選択できます。

退職・暫定再任用の任期満了

退職後も会計年度任用職員や育児休業代替職員等として勤務することはできます。

59歳

60歳
～

定年

65歳

埼玉県マスコット「コバトン」



５８歳 ５９歳 ６０歳 働き方の選択 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

60歳以降の制度の全体像と勤務選択のフローチャート（制度完成時）

７

● ６０歳以降の勤務選択を制度全体と併せてフローチャートにすると以下のようになります。
● 働き方を１年ごとに変更することも可能ですが、一度退職（定年前再任用短時間含む）してから、フルタイムや
高齢者部分休業のような、退職していない方向けの制度に変更することはできませんので、ご注意ください。

非管理監督職

県では
働かない

年度毎に変更可

退職手当支給

退職手当支給

退職して、再任用で短時間勤務
（定年前再任用短時間勤務）

退職して年度ごとに
再任用に申込可

60歳以降に退職した場合再任用可
（60歳より前に退職した場合は不可）

既に退職している
ため変更不可

（年度末年齢）

管理監督職

情報提供

・

意思確認

管理監督職勤務上限年齢制により役職定年

高齢者部分休業を
取得して勤務

引き続きフルタイム

退職し、公務外で活躍

退

職

副課長級以上

校長・副校長・教頭

事務局（次）長・事務（部）長

短時間
で働く

退

職

フルタイムで働く



５８歳 ５９歳 ６０歳 働き方の選択 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

８

非管理監督職

県では
働かない

退職手当支給

退職手当支給

定年前再任用短時間勤務

60歳以降に退職した場合再任用可

（60歳より前に退職した場合は不可）

（年度末年齢）

管理監督職

情報提供

・

意思確認

高齢者部分休業を
取得して勤務

引き続きフルタイム

退職し、公務外で活躍

退

職

副課長級以上

校長・副校長・教頭

事務局（次）長・事務（部）長

短時間
で働く

退

職

フルタイムで働く

60歳以降の制度の全体像と勤務選択のフローチャート（段階的引上げ期間中）

● 段階的引上げ期間中の暫定再任用も含めた制度のフローチャートは以下のとおりです。
● 定年前再任用短時間勤務をしていた場合も、県で勤務していなかった場合も暫定再任用は可能です。

◎ 定年が段階的に６２歳まで引き上げられた時点のイメージ

暫定再任用
フルタイム勤務 または 短時間勤務

暫定再任用可
（60歳より前に退職した場合で
要件を満たしたときも可）



定年引上げによる通常任用 高齢者部分休業 定年前再任用短時間勤務 暫定再任用

任用の性質
（特徴）

定年の引上げにより、６０歳以降も定
年までの間、引き続き勤務する任用形態
です。
特別な手続きをとらなければ、この任

用方法となります。

定年の引上げにより、６０歳以
降も引き続き勤務しますが、新た
に導入する「高齢者部分休業」を
取得することで短時間で勤務する
任用方法です。

引き上げられた定年を待たず、６
０歳以降に一度退職し（退職手当を
支給）、定年に相当する年齢まで再
任用として短時間勤務する任用方法
です。

制度完成までの経過措置として、下記の
任用期間において、現行の再任用と同様の
条件で再任用する任用方法です。現行の再
任用制度からの切替を含みます。

任用期間 定年退職日まで
定年退職日まで
（部分休業の取得は年度単位）

定年相当年齢に達する年度まで
※１年度ごとの任用ではありません

①定年または定年相当年齢に達した日の翌
年度から６５歳に達する年度まで
②定年前に退職した場合、定年相当年齢に
達した日の翌年度から６５歳に達する年度
まで（要件★を満たした場合に限る）
※１年度ごとの任用

★ 定年退職日以前に退職した者のうち次に掲げる者
a ２５年以上勤続して退職した者で、退職の日の翌日
から５年以内

b 上記aに該当するものとして再任用されたことがある

勤務時間 フルタイム
１週間当たりの勤務時間の２分の
１以内で部分休業を取得

検討中

以下から選択
●フルタイム
●短時間
【教育局】（週）旧20・30時間
【高校】（週）旧16・20・24・28時間
【特支】（週）旧16・24時間
【事務】（週）旧16・20・24時間

給与

級号給：６０歳前と同じ（管理監督職にあった者は降任後の級号給）
支給額：級号給の給料月額に１００分の７０を乗じた額

※高齢者部分休業の場合は休業した時間分を減じます
手 当：支給対象は６０歳前と同じ

級号給：任用される級に応じた単一の号給
支給額：単一号給の額

※短時間勤務の場合は、勤務時間に応じた額になります
手 当：一部の手当は支給対象外

休暇制度 ６０歳前と同じ

社会保険 公立学校共済組合に加入
フルタイムは公立学校共済組合に加入
週20時間以上は、健康保険は共済加入（令和４年10月から）、年金は厚生年金
週20時間未満は、健康保険は国保または配偶者の社会保険、年金の加入はなし

60歳以降の任用制度の比較

９



10

✓管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）について

Point



管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）

11

制度の概要

管理監督職について、60歳に達した日以後、次の4月1日に原則として

管理監督職以外の職に降任等させる制度（役職定年制）を導入します。

役職定年制による降任のイメージ

管理監督職

60歳の誕生日を迎える年度

翌年度の4月1日 定年退職日

以後は、管理監督職に任命できない

管理監督職以外の職

降 任

対 象
管理職手当の支給対象である職
●教育局等では原則として副課長級以上
●県立学校では、校長・副校長・教頭、事務局長・事務局次長・事務部長・事務長

役職定年の年齢 ６０歳

降任後の職 降任後の職位は、人事運営上の事情等を考慮したうえでできる限り上位の職制上の段階に属する職

埼玉県マスコット
「コバトン」



管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）の内容

12

校 長

副校長・教頭

主幹教諭

教 諭

主幹教諭※

教 諭

※降任後の職位は、人事運営上の事情等を考慮したうえでできる限り
上位の職制上の段階に属する職とする必要があるため、“主幹教諭”
とすることを想定しています。

教

員

事務局長

事務局次長・事務部長

担当部長

事務長

担当課長

主任・主事

事
務
職
員

主査級

主幹級

主任・主事

部長級

副部長級

課長級

副課長級

主幹級

主査級 主査級

主幹級

主任・主事主任・主事級

60歳に達した日後
の最初の4月1日

60歳に達した日後
の最初の4月1日

教育局等 県立学校

埼玉県マスコット「コバトン」



役職定年制の特例（特例任用）

13

制度の概要

管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）の対象職員について、60歳に達した職員を一律に降任させることで、
公務の運営に著しい支障が生じる場合に、60歳を超えて管理職のまま勤務させることができる制度があります。

特定管理監督職群
職務の内容が相互に類似する複数の管理職で、職員の年齢別構成等の
特別の事情により欠員を容易に補充することができないものを特定の
管理職のグループとして人事委員会規則で定めるものです。

もともと就いていた管理監督職に引き続き留任させるか、同一の管理監督職グループに属する他の管理
監督職に降任又は転任することができ、定年退職日まで最長で５年延長することができます。

校 長 副校長 教 頭

校長・副校長・教頭を同一の管理監督職グループに設定した場合

特定管理監督職群の職の設定については人事委員会規則事項

例



14

✓高齢者部分休業制度について

Point



高齢者部分休業制度について

15

制度の趣旨

● 定年の引上げに伴い、加齢に伴う諸事情やボランティア活動等地域活動への参加などの理由により、
定年前に勤務時間を短くすることを希望する（または退職する）高齢層職員がこれまで以上に増加する
ことが見込まれるため、これらの高齢層職員が、定年まで活躍できる環境整備が必要になります。

● そこで、高齢期の職員の多様な働き方のニーズに応えるための選択肢の一つとして、
定年の引上げに合わせて、高齢者部分休業制度を導入します。

取得可能時期

該当する職員
R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

60 61歳定年 62歳定年 63歳定年 64歳定年 65歳定年

S37.4.2～S38.4.1
（R4年度末60歳） 60 61 62 63 64 65

S38.4.2～S39.4.1
（R4年度末59歳）

59 60 61 62 63 64 65

S39.4.2～S40.4.1
（R4年度末58歳）

58 59 60 61 62 63 64 65

S40.4.2～S41.4.1
（R4年度末57歳）

57 58 59 60 61 62 63 64 65

S41.4.2～S42.4.1
（R4年度末56歳）

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

S42.4.2～S43.4.1
（R4年度末55歳）

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

S43.4.2～S44.4.1
（R4年度末54歳）

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

定年

定年

定年

定年

定年

定年

定年

暫定再任用

暫定再任用

暫定再任用

暫定再任用

暫再

● 高齢者部分休業は定年の引上げ
に伴う継続勤務中に取得可能な制
度です。

● 段階的引上げ期間中を含めた取
得可能時期は右表における枠内と
なります。

・・・取得可能時期

埼玉県マスコット
「コバトン」



高齢者部分休業制度の内容

16

本県における高齢者部分休業制度

対象職員（取得可能年齢）

６０歳に達した職員

承認の要件

職員が申請した場合において、公務の運営に支障が
ないと認めるとき

取得可能時期

対象年齢に達した日後の４月１日から、定年退職日
までの間（年度単位で承認）

取得の単位

人事委員会規則で定める

取得の上限

１週間当たりの勤務時間（３８時間４５分）の２分
の１を超えない範囲（≒１９時間／週が取得上限）

給与の取扱い

休業時間に応じて減額して支給

部分休業を取得したときの後補充

学校の教育力を低下させることなく、職員が安心し
て部分休業を取得できる制度・環境となることを目
指し、職場への影響をできる限りなくすことができ
るよう、学校現場における実態に配慮し、後補充の
在り方も含めた配置上の工夫について検討中
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✓定年前再任用短時間勤務制について
✓暫定再任用について
✓高齢者部分休業制度との違いについて

Point



新たな再任用制度

18

現 行

６０歳

段階的
引上げ期間中

制度完成後

現行再任用制度（フルタイム または 短時間）

退職

退職

暫定再任用
（フルタイム または 短時間）

定年
退職

相当
年齢

定年
退職

定年前再任用短時間勤務（短時間）

通常勤務

通常勤務

通常勤務

通常勤務

６５歳
制度変更のイメージ

概 要

定年
退職通常勤務

定年前再任用短時間勤務（短時間）

定年の引上げに伴い、現行の再任用制度は廃止され、新たに以下の２つの再任用制度となる。

①定年前再任用短時間勤務制
60歳に達した日後定年前に退職した職員を、本人の希望により
短時間勤務の職に任用することができる制度

⇒60歳から定年相当年齢までの間
（１年ごとの任用ではない）

②暫定再任用 定年の段階的な引上げ期間中、現行と同様の再任用制度を存続
⇒定年年齢または定年相当年齢から

65歳までの間
（１年ごとの任用）

埼玉県マスコット
コバトン＆さいたまっち



再任用制度及び高齢者部分休業との比較
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現行の再任用制度 暫定再任用制度 定年前再任用短時間勤務
【参考】

高齢者部分休業

任用
時期

60歳に達した日の翌年度から
65歳に達する年度まで

定年に達した日、又は
定年相当年齢に達した日の
翌年度から65歳に達する
年度まで

60歳に達した日の翌年度から
定年相当年齢に達する年度まで

60歳に達した日の翌年度から
定年に達する年度まで

任用
期間

１年ごとに任用
定年相当年齢に達する年度の
末日までを任期とする任用
※１年ごとの任用ではない

定年に達する年度まで
※部分休業の取得は年度単位

勤務
期間

以下から選択

●フルタイム
●短時間
【教育局等職員】(週)旧20時間・旧30時間
【高等学校教員】(週)旧16時間・旧20時間・旧24時間・旧28時間
【特別支援学校教員】(週)旧16時間・旧24時間
【県立学校事務職員等】旧16時間・旧20時間・旧24時間

検討中
１週間あたりの勤務時間の
２分の１以内で部分休業を
取得

例月
給与

再任用職員の給与を踏まえた取扱い
（級ごとに単一の給料月額を設定し勤務時間に応じて算定）

給料月額７割措置適用後の
給与につき、勤務しない
時間分を減額して支給

比較表
埼玉県マスコット「コバトン」
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✓６０歳以降の給料月額が、民間給与の水準を踏まえ、国家公務員と同様に、６０歳前の７割となることについて
✓役職定年の場合は、７割とするための管理監督職勤務上限年齢調整額が支給されることについて
✓働き方（任用形態）別の給与制度について

※具体的な級号給や金額については、モデルケースとして例示したものです。
級号給や金額は職員ごとに異なるため、全員が必ず例示のとおりにはなりません。

※実際に支給される給料月額は、給料表の月額に備考（1.01571）を乗じた額になります。資料の給料月額は、
簡素化のため、給料表の備考を乗じない額で表示しています。ただし、資料の年収は、給料表の備考も乗じた
給料月額で計算しています。

Point



60歳以降の給与の概要
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● ６０歳以降の給料月額は、民間給与の水準を踏まえ、国家公務員と同様に、６０歳前の７割となります。

６０歳以降の給料月額 ＝（給料表の級と号給に応じた）給料月額の７０％ ＊100円未満四捨五入

◆ ７割となるのは、誕生日ではなく、
特定日以降です。

◆ 特定日以降も、勤務成績に応じた
昇給等により級号給が変更となる場
合があります。

◆ 給料表の改定があった場合、改定
後の給料月額の７割となります。

職 位 級号給
６０歳 ６０歳以降

年収比
給料 年収 給料 年収

教 諭 教⑴２－１３５ 413,800円 800万円 289,700円 560万円 ▲３０％

主幹級 行６－５８ 402,900円 741万円 282,000円 519万円 ▲３０％

６０歳に達した日 特定日

教育職給料表（１）

２級１３５号給
教育職給料表（１）

２級１３５号給

▲３０％

４１３，８００円

２８９，７００円

教諭（６０歳で２級１３５号給）モデル

（４月１日）

年収モデル

参考：７割とならない職員の例
臨時的任用教職員、育児休業代替教職員、
会計年度任用職員などの任期を定めて任用
される職員



役職定年した場合の給与（教育職）

22

● 役職定年をした場合、管理職から非管理職への降任等に伴う減額と非管理職の給料月額が７割になることの減額と

二重の減額になることから、特定日前の給料月額の７割とするため、管理監督職勤務上限年齢調整額が支給されます。

６０歳に達した日 特定日

教育職給料表（１）

４級３６号給

教育職給料表（１）

特２級１１７号給の７割

▲３０％

４７２，７００円

３０５，８００円

校長から主幹教諭に降任するモデル

２５，１００円

管理監督職勤務上限年齢調整額

＝（特定日前給料月額×７割）－（特定日給料月額×７割）

３３０，９００円 ３０５，８００円

職位 級号給
６０歳 ６０歳以降（主幹教諭）

年収比
給料 年収 給料 年収

校長 教⑴４－３６ 472,700円 992万円 330,900円 639万円 ▲３６％

副校長・教頭 教⑴３－７８ 459,100円 928万円 321,400円 621万円 ▲３３％

◆ 支給される給料月額は、その級の最高号給の給料月額

（左の例では、特２級１１７号給の４３６，９００円）を

超えられません。

◆ 管理監督職勤務上限年齢調整額は、給料月額と同様、諸

手当の基礎となります。また、特定日以降、原則固定され

ます。

管理職手当が支給されなくなることから、職位が高い職員

ほど、減額率が大きくなります。
（４月１日）

年収モデル



職位 級号給
６０歳 ６０歳以降（主幹級）

年収比
給料 年収 給料 年収

部長級 行10-3 527,700円 1,232万円 369,400円 680万円 ▲45%

副部長級 行8-29 459,300円 1,042万円 321,500円 592万円 ▲43%

課長級 行7-35 429,900円 922万円 300,900円 554万円 ▲40%

副課長級 行6-83 409,800円 854万円 286,900円 528万円 ▲38%

役職定年した場合の給与（行政職）

23

６０歳に達した日 特定日

行政職給料表

７級３５号給

行政職給料表

６級８５号給の７割

▲３０％

４２９，９００円

２８７，１００円

課長級から主幹級に降任するモデル

１３，８００円

（４月１日）

３００，９００円 ２８７，１００円

管理監督職勤務上限年齢調整額

＝（特定日前給料月額×７割）－（特定日給料月額×７割）

年収モデル

埼玉県マスコット「コバトン」



特定管理監督職群により任用されている場合の給与

24

● 役職定年の例外（特定管理監督職群）に係る要件で任用されている期間は、管理職の級の給料月額の７割となります。

６０歳に達した日 特定日

教育職給料表（１）

４級３６号給
教育職給料表（１）

４級３６号給の７割

▲３０％

４７２，７００円

３３０，９００円

校長から引き続き校長に任用されるモデル

職位 級号給
６０歳

６０歳以降
（６０歳時点と同じ職位）

年収比

給料 年収 給料 年収

校長 教⑴４－３６ 472,700円 992万円 330,900円 694万円 ▲３０％

副校長・教頭 教⑴３－７８ 459,100円 928万円 321,400円 649万円 ▲３０％

管理職手当が支給されるため、役職定年で降任等する場合

よりも減額率は小さくなります。
（４月１日）

年収モデル

埼玉県マスコット「コバトン」



働き方（任用形態）別の給与（教育職）
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● ライフスタイルに応じた、多様な働き方（任用形態）があります。働き方ごとの給与のイメージは次のとおりです。

６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

引上げ期間中

制度完成時

＜定年６５歳＞

S４２．４．２生～

フル

教諭

教⑴2-135

８００万円

教諭

教⑴2-135

８００万円

フル

定年前再任用短時間勤務（週約２０h ）２２９万円
普通
退職

定年
退職

普通
退職

暫定再任用（フル）４５８万円定年引上げ（フル）５６０万円

定年前再任用短時間勤務（週約２０h）
２２９万円

暫定再任用（週約２０h）２２９万円

定年引上げ（フル）５６０万円
定年
退職

定年引上げ
（フルタイム）

定年前再任用
短時間勤務

（週約２０h）

校長 主幹教諭

９９２万円 ６３９万円

２５３万円

教頭 主幹教諭

９２８万円 ６２１万円

２５３万円

教諭 教諭

８００万円 ５６０万円

２２９万円

＜定年６２歳＞

S３９．４．２生～

S４０．４．１生

教諭（２級）の年齢別年収イメージ（モデル）

働き方（任用形態）別の年収イメージ（モデル）

（年度末年齢）

埼玉県マスコット「コバトン」



働き方（任用形態）別の給与（行政職）
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● 行政職のイメージは次のとおりです。

６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳

引上げ期間中

制度完成時

＜定年６５歳＞

S４２．４．２生～

フル

主任

行３－１１３

６３６万円

フル

定年前再任用短時間勤務（週約３０h ）
専門員（主事・技師級）２５３万円（２級）

普通
退職

定年
退職

普通
退職

暫定再任用（フル）
主任専門員 ４００万円（３級）

定年引上げ（フル）
主任 ４４５万円（３級）

定年前再任用短時間勤務（週約３０h）
専門員（主事・技師級）２５３万円（２級）

暫定再任用（週約３０h）
専門員 ２５３万円（２級）

定年引上げ（フル）
主任 ４４５万円（３級）

定年
退職

＜定年６２歳＞

S３９．４．２生～

S４０．４．１生

主任級職員の年齢別年収イメージ（モデル）

働き方（任用形態）別の年収イメージ（モデル）

（年度末年齢）

主任

行３－１１３

６３６万円

定年引上げ
（フルタイム）

定年前再任用
短時間勤務

課長 主幹

９２２万円 ５５４万円

２５３万円

副課長 主幹

８５４万円 ５２８万円

２５３万円

主幹 主幹

７４１万円 ５１９万円

２５３万円

主査 主査

６９２万円 ４８５万円

２５３万円

主任 主任

６３６万円 ４４５万円

２５３万円

※主事・技師級（週約３０h）



60歳以降の諸手当
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● 定年引上げ後の60歳以降の諸手当は、①７割の給料月額を基礎として算定、②６０歳前と同様、③７割を基本として
今後教育委員会規則で規定の３つに分けることができます。

７割措置適用後の給料月額を
基礎として算定

６０歳前と同様
７割を基本として

今後教育委員会規則で規定

教職調整額 地域手当
へき地手当 時間外勤務手当
期末・勤勉手当(４．３月分)

扶養手当 住居手当 通勤手当
単身赴任手当 特殊勤務手当
宿日直手当 定時制通信教育手当(日額)

給料の調整額 管理職手当 義務教育等教員特別手当
管理職員特別勤務手当 定時制通信教育手当(月額)
特殊勤務手当【夜間学級担当手当(月額)】 産業教育手当

● 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に支給される手当と支給されない手当は次のとおりです（現行再任用と同様）。

支給される手当 支給されない手当

教職調整額 給料の調整額 地域手当 通勤手当 単身赴任手当 時間外勤務手当
管理職手当 特殊勤務手当 義務教育等教員特別手当 管理職員特別勤務手当
宿日直手当 定時制通信教育手当 産業教育手当 期末・勤勉手当(２．２５月分)

扶養手当 住居手当 へき地手当

● 高齢者部分休業を取得した場合の給与上の影響は次のとおりです。

勤務しない１時間につき減額される給料、手当 期間が減となる手当

給料月額 教職調整額 給料の調整額 地域手当 へき地手当
管理職手当 特殊勤務手当(月額) 義務教育等教員特別手当
定時制通信教育手当(月額) 産業教育手当

退職手当(1/2の期間を除算)
※期末・勤勉手当の取扱いについては今後教育
委員会規則で規定

これらの給料、手当の合計額から１時間当たり給与額を算出し、
休業取得により勤務しない１時間につき給与が減額されます。

１時間当たり給与額の計算式
給料月額と地域手当のみ
支給される職員の場合の例

（給料月額＋地域手当）×１２月

３８．７５ｈ×５２週
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✓退職手当の概要について
✓６０歳以降に退職した職員が、これまでの６０歳で定年退職していた場合に比べ、不利にならない
ようにするための措置について

※具体的な級号給や金額については、モデルケースとして例示したものです。
級号給や金額は職員ごとに異なるため、全員が必ず例示のとおりにはなりません。

Point



６０歳以降の退職手当（退職手当の概要）
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給料の月額×支給割合 額の高い順に６０月分

退職手当の基本額 退職手当の調整額

＋

勤続年数
退 職 事 由

定 年 自己都合

１年
：

３０年
３１年
３２年
３３年
３４年
３５年
３６年
：

０．８３７
：

４０．８０３７５
４２．３１０３５
４３．８１６９５
４５．３２３５５
４６．８３０１５
４７．７０９
４７．７０９

：

０．５０２２
：

３４．７３５５
３５．７３９９
３６．７４４３
３７．７４８７
３８．７５３１
３９．７５７５
４０．７６１９

：

調整額の区分 調整額の月額 教育職⑴

３号区分 ５９，５５０円
４級

（管理職手当１種）

４号区分 ５４，１５０円 ４級（上記以外）

５号区分 ４３，３５０円

３級

２・特２級

（大卒経験３６年超）

６号区分 ３２，５００円

特２級

（上記以外）

２級

（大卒経験２７年超）

７号区分 ２７，１００円
２級

（大卒経験１０年超）

８号区分 ２１，７００円

２級（上記以外）

１級

（大卒経験１５年超）

９号区分 ０円 １級（上記以外）

給料表の額に以下を含む。
・給料の調整額
・管理監督職勤務上限
年齢調整額

・教職調整額

※給料表の備考の率は乗じません。
※技能職員の平成３０年の給料表
の切替えに伴う経過措置額を含
みません。

※支給割合は、退職事由によって異なります。

退職手当の概要

※教育職⑴の場合

埼玉県マスコット「コバトン」



６０歳以降の退職手当（定年引上げに伴う措置）
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● 定年引上げに伴う役職定年制や給料月額の７割措置の導入により、退職手当の水準が引き下がらないようにす
る必要があります。

● そこで、６０歳以降の退職手当については、これまでの６０歳で定年退職していた場合に比べ、不利にならな
いよう、次の二つの措置が講じられます。

① 60歳以降、非違によることなく自己都合で退職した場合であっても、定年退職と同じ支給割合と
なります。

② 退職手当の基礎となる給料月額は、６０歳前の最も高い給料月額も考慮されます（いわゆる
「ピーク時特例」の適用）。

Ⓐ Ⓑ
ピーク時における
給料月額を基礎に
して計算

減額後の
給料月額を基礎に
して計算

▲３０％

【ピーク時特例の計算方法】
下記①と②の合計額に調整額(上位60月の職位に応じた額)を加えた額を支給

① ピーク時における
給料月額×勤続年数に応じた支給割合・・・Ⓐ

② 退職時における
給料月額× (退職時の支給割合－①における支給割合)・・・Ⓑ

※計算例を次ページに記載しています。

埼玉県マスコット「コバトン」
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６０歳以降の退職手当（ピーク時特例の計算例）

31

Ⓐ
Ⓑ

６０歳
勤続３０年
(40.80375)

６５歳
勤続３５年
(47.709)

▲３０％

◆この計算では、給料月額に給料月額の４％（教職調整額）も含めて計算して
います。

① ピーク時における
給料月額×勤続年数に応じた支給割合 ・・・Ⓐ

430,352 × 40.80375 ＝ 17,559,975.42 円

② 退職時における
給料月額×(退職時の支給割合－①における支給割合) ・・・Ⓑ

301,288 × （47.709-40.80375）＝ 2,080,468.962 円

【退職手当の基本額】Ⓐ + Ⓑ
17,559,975.42 ＋ 2,080,468.962 ＝ 19,640,444円（1円未満切捨）

【調整額】（教⑴２級、大卒経験35年の場合）
32,500円（調整額の区分第6号区分） × 60月 ＝ 1,950,000 円

退職手当額 19,640,444円 ＋ 1,950,000円 ＝ 21,590,444円

※６０歳時の勤続年数が３５年に達している場合
退職手当の支給割合は、勤続３５年で最大値（４７．７０９）になります。
そのため、６０歳時の勤続年数が３５年に達している場合は、上記Ⓑの計算結果が０になり、

退職手当の基本額は勤続年数が伸びても増えません。

県立高校教諭（教⑴2級135号給）が勤続３５年で定年退職（６５歳）した場合計算例

教育職給料表（１）

２級１３５号給

４１３，８００円
２８９，７００円

２級１３５号給
教育職給料表（１）

(４３０，３５２円＊)
(３０１，２８８円＊)

＊給料月額下段の（）内の金額は、
教職調整額も含めた給料月額



６０歳以降の退職手当（勧奨退職）
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現行制度での割増の対象となる年齢と割増率

年 齢
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

(48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62)

加算率
（％） 45% 42% 39% 36% 33% 30% 27% 24% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 2%

● 勧奨退職の制度については、当分の間現行と変わりないため、現行６０歳定年の職種であれば５９歳までが勧奨
退職の対象となります。

● 当分の間、定年前早期退職特例措置の勧奨退職等による割増しについては、 定年引上げ前の定年から１５年を
減じた年齢から、定年引上げ前の定年までの１５年間に限ります。
（＝現行定年制度下で対象とされる年齢と割増率を維持する。）

● ６０歳(※)～６４歳の職員が定年前に退職する場合は、給料月額は割増されません
（ (※)現行定年年齢が６３歳の職員については、当該定年の年齢）。

埼玉県マスコット「コバトン」
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✓６０歳以降の健康保険の概要について
✓年金の概要について

Point



健康保険・年金等
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県以外で活躍
・民間再就職
・在家庭

一度退職し
県で再任用

引き続き
県で勤務

（定年引上げ）

健康保険

（１）加入する健康保険

６０歳
以降

在家庭

民間企業等に再就職

フルタイム勤務 フルタイム

短時間で勤務
（高齢者部分休業）

週の勤務時間の2分の1以上

通常加入
一般財団法人埼玉県
教職員互助会に加入

暫定再任用 フルタイム

暫定再任用
定年前再任用短時間勤務

短時間（週20時間以上）
通常加入

一般財団法人埼玉県
教職員互助会に加入

暫定再任用
定年前再任用短時間勤務

短時間（週20時間未満） 任意継続

国民健康
保険

or

家族の健康保険
（被扶養者）

任意継続国民健康保険

or

就職先の健康保険

任意継続

国民健康
保険

or

家族の健康保険
（被扶養者）

or



健康保険・年金等
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（２）保険料と給付内容（受診時の自己負担）

加入する健康保険 国民健康保険

保険料

○給料分
標準報酬月額×56.83/1000
（福祉掛金1.41/1000を含む）

○ボーナス分
標準期末手当等の額

×56.83/1000
（福祉掛金1.41/1000を含む）

標準報酬月額×110.84/1000
市区町村によって異なる
（所得割、資産割、均等割、平等
割を組み合わせて課税）

給付内容
（受診時の自己負担）

本人・被扶養者ともに３割・短期給付適用

自己負担のうち25,000円を超える額は一部負担金払戻金又は家族
療養費附加金を給付

本人・被扶養者ともに３割

通常加入 任意継続

令和4年10月現在



健康保険・年金等
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年 金

１ 年金保険料の納付

６０歳以降に適用される年金制度は、任用形態及び勤務時間によって異なります。

任用形態 適用される年金制度

⚫ 定年引上げによる継続勤務（フルタイム）
⚫ 暫定再任用（フルタイム）
⚫ 高齢者部分休業

第３号厚生年金被保険者（公立学校共済組合）

⚫ 定年前再任用短時間勤務（週20時間以上）
⚫ 暫定再任用（週20時間以上）

第１号厚生年金被保険者（日本年金機構）

⚫ 定年前再任用短時間勤務（週20時間未満）
⚫ 暫定再任用（週20時間未満）

年金制度なし

２ 老齢厚生年金の決定と支給

（１）支給開始年齢

Ｓ３６.４.２以降生まれの人・・・６５歳から支給開始

（令和４年度末６１歳以下の方）

（２）請求と支給

請求…支給開始年齢が近づくと請求書類を送付しますので、案内に従い請求してください。

送付時点の直近の適用制度により送付元が変わります（福利課や年金事務所など）。

支給…年金が決定されると、６５歳の誕生日（Ｓ３６.４.２以降生まれの方）前日の翌月分から支給対象

となります。実際に年金が支給されるのは、請求の約３~４か月後になります。



健康保険・年金等
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雇用保険

雇用保険の加入対象 フルタイム 旧28時間 旧24時間 旧20時間 旧16時間

暫定再任用 ○ ○ ○ × ×

定年前再任用短時間勤務 － ※勤務時間について検討中

定年引上げによる継続勤務（高齢者部分休業含む） 雇用保険の適用除外

◎ 雇用保険に係る詳細については、公共職業安定所
（ハローワーク）に御確認ください。

保険料
賃金総額の１０００分の５が本人負担になります。
また、業務内容により保険料率が変わる場合があります。

給付内容
再任用期間満了後、所定の手続きをした場合、要件に該当すれば各種の給付を受けることは
可能ですが、老齢厚生年金等の年金額について、一部支給停止（減額）が行われます。

埼玉県マスコット「コバトン」
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✓情報提供・意思確認制度の概要について
✓情報提供・意思確認のスケジュールについて

Point



情報提供・意思確認制度について
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制度の趣旨

● 今般の制度改正により、定年の引上げ、管理監督職勤務上限年齢制など、６０歳以降に適用される
任用や給与がこれまでと異なるものとなります。

● そこで、職員が６０歳以降の勤務について、正確な情報に基づき選択することができるよう、

①次年度に６０歳に達する職員に対し、

②６０歳以降に適用される任用及び給与に関する措置の内容などについて

情報提供を行います。

● また、次年度に６０歳に達する職員に、６０歳に達する日の翌年度以後の勤務の意思を確認する
よう努めることとされています。

埼玉県マスコット「コバトン」



情報提供・意思確認制度のスケジュール
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Ｒ４～Ｒ５ スケジュール（仮）

年度
年齢

情報提供 意思確認・任用に係る手続き

９月 情報提供①【今回】
現時点での６０歳以降の任用・給与
等の概要について情報提供

１月 情報提供②
情報提供①以降の追加情報や詳細に
ついて情報提供する予定

９月 ６０歳以降の勤務意向アンケート
情報提供①を受け、現時点での
６０歳以降の勤務の意向を聴取

２月 意思確認
情報提供①及び②を受け、現時点での
６０歳以降の勤務の意思を確認

随時 追加情報
追加・変更の情報があれば情報提供

７～９月頃 変更の意向があるか確認
意思確認の時点から変更があるか確認

再任用・高齢者部分休業の意向聴取
定年前再任用短時間または
高齢者部分休業の意向を聴取

１月頃 退職願提出
定年前再任用短時間を希望する場合や
退職する場合は願を提出

R4
・
59
歳

R5
・
60
歳

埼玉県マスコット「コバトン」


